
第１回生徒総会が行われました 

特別活動部（生徒会） 

（２年２組からの質問） 

「学校でつける、マスクの色は決まっているのですか」 

（生徒会長の回答） 

「基本は白です。給食エプロンが白であるのと同じです。衛生面を考えたときに、毎日つけ

るマスクは、汚れの見えやすい白色が望ましいからです。もしかしたら今、持っていない人も

いるかもしれませんが、これを機会に白いマスクを準備してほしいです。よろしくお願いしま

す。」 

生徒総会は、１年間の生徒会活動について全校で検討する機関で、年に２回行われます。 

この第１回生徒総会では、今年度行われる生徒会活動について、全校生徒で確認しました。各

クラス、学級討議を行い、各委員会や部活動で立てた年間活動計画をもとに、事前に意見や質問

を考え、総会に臨みました。「今年も球技大会を計画してほしい。」「体育祭はどのような内容にな

るのか。」など、生徒同士の間で、活発な意見交換が見られました。 

自分たちで自分たちのルールを決めていく体験をすることは、生徒の自主性、自律性を育成す

るために、とても大切なことです。生徒が主体となってより良い学校生活を作り上げていけるよ

う、家庭でのご協力をよろしくお願いします。 

今年度の生徒会のスローガンを紹介します。 

「花火 ～空に咲かせる個性の輝き～」 

このスローガンには、一人一人の個性を尊重し、誰もが 

学校生活で活躍できる場を作っていこうという意味がこめ 

られています。また、創立５０周年という節目の年でもあ 

るので「全校生徒が花火のような輝きを放ち、地域全体の 

希望の象徴となる学校にしたい」という思いもこめていま 

ます。 

 生徒会長、副会長、書記局、そして各専門委員長、各部 

部長それぞれがリーダーシップを発揮し、この思いが実現 

していくことを期待します。 

教育目標「進んではげむ、心ゆたかな生徒」 
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＜生徒総会スナップ＞ 

◎教育相談旬間について

教育相談部 

５月、ゴールデンウイーク明け。新しい環境にも慣れ始めると共に誰もが疲れを感じると言わ

れる季節です。そんな今、全校で「教育相談旬間」を行っています。すべての生徒が学級担任と

一対一で話をする機会を設け、事前に書いてもらった「教育相談アンケート」をもとに話してい

ます。「特に困っていることはありません」と言う人も多く、楽しいお話で終わったりします。

そういう時間も大切です。 

中には、「友達とのことで相談したい」「勉強の仕方がわからない」「やる気が出ない」など、

困っていることを話してくれる生徒もいます。解決できること、できない 

ことがありますが、「誰かに話す、聞いてもらう」ことはとても大切です。 

また学級担任の先生方からも、「意外な一面が見られた」「こんなことを 

考えているんだなあ、と思いました」など、話してよかったという声が 

よく聞かれます。 

 一人あたり約１０分は決して長い時間ではありません。しかしこの時期に学級担任と生徒が一

対一で話をするのは今後の関わりのためにも非常に大切な機会だと考え、丁寧に行っています。 

 教育相談旬間は１１月頃に第２回が予定されています。もちろんこの機会だけでなく、必要な

生徒にはその都度声をかけて話をしていきます。一人一人がよりよい学校生活を送れるよう、学

級担任だけでなく、全職員でサポートしていけるよう取り組んでいきたいと思います。 



◎第 1回家庭学習強調週間の結果から

学習指導部 

 ４月１２日（月）～１８日（日）を第 1 回家庭学習強調週間として、全校で取り組みました。

その結果をお知らせします。 

（１） 学習時間

目標：１学年１日 60分以上、２学年 75分以上、３学年 90分以上 × ７日間 

目標時間を達成できた 毎日達成できた 達成日数の平均 

１学年 ４６人（６８％） ３３人（４９％） ５．６日 

２学年 ３３人（４４％） １５人（２０％） ３．２日 

３学年 ３７人（４７％） ２２人（２８％） ３．６日 

（２） メディアコントロール

目標：ＳＮＳ、ゲーム等の、メディアの使用を平日は１時間以内、休日は２時間以内に

する 

毎日達成できた 達成日数の平均 

１学年 １８人（２６％） ４．８日 

２学年 ２６人（３５％） ５．４日 

３学年 ２２人（２８％） ４．８日 

 学習時間については、新学期の始まりでもあり、生徒は意欲的に取り組んでいました。特に１

学年は中学校に入学したやる気が数字に現れています。５月３１日（月）、６月１日（火）は第１

回定期テストが予定されています。また、３学年は、５月２７日(木)が全国学力調査となってい

ます。自分の力を全国や県と比較することができる機会です。過去問等を配付する予定です。目

標に向かって、計画的に学習する習慣を身に付けられるよう、ご家庭での声かけをよろしくお願

いします。 

一方、メディアコントロールについては、特に休日の管理がうまくいっていない実態があるよ

うです。新年度になり、友人関係も変化し、ＳＮＳ上のトラブルが多く発生しています。「自分の

中に、ものさしを作らなければならない」全校朝会で校長からそう話をしました。便利で楽しい

ものであるからこそ、使用のルールを守り、誰もが気持ちよく使えるようにしたいものです。生

徒がトラブルに巻き込まれないためにも、ぜひ、「家庭ルール」を作ってください。生徒のために、

厳しく，温かい指導をお願いします。 

定期テストに向けて、５月２４日（月）から、第２回家庭学習強調習慣を行

います。生徒に、自身のことをしっかりと自己管理し、計画したことを実行し、

自律する力を育てられるよう、見守りをお願いします。 



◎ＰＴＡ総会書面決議の結果について

ＰＴＡ事務局 

 先日配付いたしました、ＰＴＡ総会資料につきましては、特に不承認というご意見はいただき

ませんでした。議案、予算等の審議事項につきましては、全て承認ということで取り扱わせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

 また、グランドの排水の整備についてご要望をいただきました。施設整備等で、教育委員会に

も協力を得ながら対応して参ります。 

 ５月２１日（金）の全校遠足ボランティアについても、ま

だまだ募集しています。ご都合がつく方は、ぜひご協力をお

願いします。 

◎休日の部活動における自転車の使用について

部活動担当 

全校オリエンテーションで生徒に話をしましたが、今年度、部活動の登校手段について、 

「休日等に学校で活動を行う際は、徒歩通学生の登下校は徒歩で行う。」 

ということを確認しました。部活動時の自転車利用については、「校外で練習がある場合や、特

別な理由があり、部活動の顧問が認めた場合」に許可をしています。特別な理由について、昨年

度までの原則は、荒川方面バス通学の生徒（荒川地区、瑞波地区）、路線バスを利用する生徒で、

大槻、小戸、山内の生徒、となっていました。しかし、部活動によっては、重い荷物を運ぶ等の理

由で、家が近い場合でも顧問が許可をしていた場合がありました。 

 今年度につきましては、生徒の安全面から、路線バス利用の生徒は路線バスを使うのを原則と

し、徒歩通学生につきましても、全ての部活動が、授業日と同様、徒歩で通学することとさせて

いただきます。原則許可をするのは、荒川方面バス通学の生徒のみとなります。お知らせが遅れ、

大変申し訳ありませんでした。ご協力をよろしくお願いします。なお、練習試合等、学校以外で

活動する際は、顧問の計画によりますので、確認をお願いします。 

 生徒、保護者の皆様には、教職員の意思統一が図れず、混乱させてしまいました。お詫び申し

あげます。 


